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諮問庁：環境大臣 

諮問日：令和７年５月１４日（令和７年（行情）諮問第５３２号） 

答申日：令和８年２月１６日（令和７年度（行情）答申第９０６号） 

事件名：「２０２４年６月２０日付けユネスコ世界遺産センターからの「知床」

に関する照会」の不開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 
 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき、その

全部を不開示とした決定は、妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し、令和７年３月３１日付け環自計発第２

５０３３１５号により環境大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）

が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について、その取消しを

求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は、審査請求書の記載によると、

おおむね以下のとおりである。 

（１）不開示とされた点についての不当性 

本件文書は、日本政府の支援と許可のもと、携帯電話事業者が携帯電

話通信基地の整備計画を着手しようとし、公益財団法人日本自然保護協

会が知床世界自然遺産の顕著な普遍的価値（ＯＵＶ）に与える影響につ

いて強い懸念を表明したため、ユネスコ世界遺産センターヘ緊急通知書

を送付。緊急通知書の回答は、所管省庁および日本政府へ回答されてい

る。それは公的な文章であり、自然環境の保全施策に対する国際的評価

及び我が国が対応しなければならない重要な情報を含んでいると考えら

れる。特に、環境省が関与する自然遺産の保全に関する国際的協議や評

価については、国民の関心が高く、これまで世界自然遺産登録に向けて

尽力した関係者は未だ、正しい情報を知り得ることができない状況にあ

る。また国際的信頼にも直結し、最悪の場合、世界自然遺産登録抹消へ

繋がる内容であると考えられる。 

（２）国民の知る権利と民主的統制の観点からの必要性 

（略）関係者が知る権利と事実に基づく開示をするよう求める。 
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公益財団法人日本自然保護協会と一般社団法人北海道自然保護協会が

２０２４年６月１２日にユネスコ世界遣産センター、国際自然保護連合

世界遺産プログラム宛に書面を送付している。回答の送付先は、日本政

府に届き、上記連名の協会へ口頭での報告をされたとしているが、同じ

英文でもかなり違った意味で訳されるため、原文の開示が必要。 

（３）開示により具体的な不利益が生じる可能性の有無 

本件文書の開示により、仮に外国政府またはユネスコとの外交関係に

一定の影響を及ぼすおそれがあると判断されたとしても、それが実質

的・具体的な不利益であるかについては疑問がある。むしろ、知床世界

自然遺産の顕著な普遍的価値（ＯＵＶ）への潜在的影響に関わる問題に

ついての外交文書や国際機関とのやり取りについて、国民的議論や議会

による検証が進むことは、我が国の外交の正当性や透明性を高めるもの

であり、不利益とはならないと考える。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 事案概要 

（１）審査請求人は、法に基づき、処分庁に対し令和７年３月５日付けで別

紙の１に掲げる文書（以下「本件請求文書」という。）の開示請求（以

下「本件開示請求」という。）を行い、処分庁は令和７年３月６日付け

でこれを受理した。 

（２）本件開示請求に対し、処分庁は、令和７年３月３１日付けで審査請求

人に対し、行政文書の開示をしない旨の決定通知（原処分）を行った。 

（３）これに対し審査請求人は令和７年４月１１日付けで処分庁に対してこ

の不開示決定（原処分）について「環境大臣の令和７年３月３１日付け

の審査請求人に対する行政文書不開示決定処分（環自計発第２５０３３

１５号）を取り消すとの裁決を求める」という趣旨の審査請求（以下

「本件審査請求」という。）を行い、令和７年４月１４日付けで受理し

た。 

（４）本件審査請求について検討を行ったが、原処分を維持するのが相当と

判断し、本件審査請求を棄却することにつき、情報公開・個人情報保護

審査会に諮問するものである。 

２ 原処分における処分庁の決定及びその考え方 

開示請求のあった行政文書は、法５条３号の不開示理由に該当すると判

断されたことにより、法９条２項に基づき不開示決定をしたものである。 

３ 諮問庁の説明の要旨 

（１）審査請求の趣旨 

上記第２の１と同旨。 

（２）審査請求の理由 

上記第２の２と同旨。 
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４ 審査請求人の主張 

審査請求人は原処分の取消しを求めているので、その主張について検討

する。 

（１）本件対象文書について 

本件開示請求の対象となった文書は、ユネスコ世界遺産センターから

日本政府に送付された世界自然遺産に関する文書である。 

これは、ユネスコ世界遺産センターが第三者から日本国内の世界自然

遺産の保全状況に関する情報提供を受けたことを受け、「世界遺産条約

履行のための作業指針」第１７４段落の規定に基づき、ユネスコ世界遺

産センターが当該情報について確認を行うため、世界の文化遺産及び自

然遺産の保護に関する条約締約国（日本政府）に送付したものである。 

（２）本件対象文書の不開示情報該当性について 

審査請求人は、不開示決定した行政文書が重要な情報を含むと考えら

れ国民の関心が高いこと、国際的信頼に直結すること、関係者の知る権

利と事実に基づく開示が必要であること、当該文書を開示した場合に生

じる実質的・具体的な不利益についての疑義があり当該文書の開示は我

が国の外交の正当性や透明性を高めるものであり不利益とはならないこ

とから、開示するべきであると主張する。 

しかしながら、本件対象文書の不開示決定については、法の規定に則

り、情報の重要性や関心の高さに関わらず、不開示情報への該当性によ

り判断を行ったものである。 

また、当該文書は、ユネスコ世界遺産センターから日本政府に送付さ

れた文書そのものであり、通常公開を前提としていないものである。こ

れを公にすると、我が国が他国又は国際機関から受領した書面を安易に

公開するという認識が諸外国や国際機関に広まることとなり、他国及び

ユネスコをはじめとする国際機関との信頼関係が損なわれるおそれがあ

り、今後、ユネスコをはじめとする国際機関又は他国と交渉を行う場合

に我が国に不利益を生じさせるおそれがある。これは法５条３号に定め

る不開示情報に該当すると考えられる。審査請求人が主張する内容は、

それらをもってして、上述の他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は交渉上不利益を被るおそれがないと断定する根拠には

ならない。 

このことは、平成２９年（行情）答申第３９０号や令和２年度（行情）

答申第２０号、令和６年度（行情）答申第１０２０号及び同第１０２２

号ないし同第１０２８号における考え方にも沿ったものであるので、当

該情報は法５条３号に基づき不開示とすることが妥当であり、審査請求

人の主張には理由がない。 

（３）法５条３号条文の解釈について 
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審査請求人は、仮に外国政府又はユネスコとの関係に一定の影響を及

ぼすおそれがあるとしてもそれが実質的・具体的な不利益であるかにつ

いては疑問があると主張する。しかしながら、法５条３号の規定「公に

することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関と

の信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不

利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由

がある情報」を踏まえれば、他国及びユネスコとの信頼関係が損なわれ

るおそれがあるとする時点で同号に定める不開示情報に該当するため、

審査請求人の主張には理由がない。 

５ 結論 

以上のとおり、審査請求人の主張について検討した結果、審査請求人の

主張には理由がないことから、本件審査請求に係る原処分は妥当であり、

本件審査請求は棄却することとしたい。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和７年５月１４日  諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２９日      審議 

④ 令和８年２月９日   本件対象文書の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は、本件請求文書の開示を求めるものであり、処分庁は、

本件対象文書を特定し、その全部を法５条３号に該当するとして不開示と

する原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、本件対象文書の開示を求めており、諮問庁

は、原処分を維持するのが妥当であるとしていることから、以下、本件対

象文書の見分結果を踏まえ、本件対象文書の不開示情報該当性について検

討する。 

２ 本件対象文書の不開示情報該当性について 

（１）当審査会において、本件開示請求の行政文書開示請求書を確認したと

ころ、その「請求する行政文書の名称等」の欄には、別紙の１のとおり

記載されていると認められ、当該記載に照らせば、本件開示請求は、世

界自然遺産知床半島における携帯基地局整備についての別紙の１の【記】

記載の文書（公益財団法人日本自然保護協会等からユネスコ世界遺産セ

ンター等に送付された緊急通知書。以下「本件緊急通知書」という。）

に関して、ユネスコから日本政府へ送られた照会に係る行政文書（本件

請求文書）の開示を求めているものと解される。 

処分庁は、別紙の２に掲げる本件対象文書を特定し、その全部を法５
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条３号に該当するとして不開示とする原処分を行った。 

（２）本件対象文書の不開示情報該当性について、諮問庁は上記第３の４

（２）のとおり説明するが、当審査会事務局職員をして改めて諮問庁に

確認させたところ、諮問庁は、おおむね以下のとおり説明する。 

  本件緊急通知書がユネスコ世界遺産センター及び国際自然保護連合

（ＩＵＣＮ）へ送付されたことが、公益財団法人日本自然保護協会及び

一般社団法人北海道自然保護協会のホームページに掲載されているが、

ユネスコ世界遺産センター又は国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）において

は公にされていない。 

また、本件緊急通知書に関してユネスコ世界遺産センターから日本政

府へ確認（照会）がされた事実の有無は公にされていない。 

ユネスコ世界遺産センターには、世界中の様々な団体から、世界中の

世界遺産についての情報提供が日々なされているが、それら全てについ

て「世界遺産条約履行のための作業指針」第１７４段落の規定に基づき

締約国政府に確認がなされるのではなく、ユネスコ世界遺産センターに

おいて必要と判断されたもののみ締約国政府に確認がなされる。情報提

供元の団体がその内容を公表したとしても、ユネスコ世界遺産センター

から締約国政府に確認がされるとは限らない。 

本件緊急通知書に関してユネスコ世界遺産センターから日本政府へ確

認（照会）がされた事実の有無は公にされていないところ、仮に当該確

認（照会）がされた事実を推察することができるといえる場合であって

も、その照会に係る文書（本件対象文書）は公にすることを前提としな

いものであることから、本件対象文書を公にすると、公にされていない

ユネスコ世界遺産センターの判断過程や対応状況を日本政府（環境省）

が対外的に示すこととなり、ユネスコ世界遺産センターとの信頼関係が

損なわれるおそれがあり、本件対象文書は、その全部が法５条３号に規

定する不開示情報に該当すると認める。 

（３）そこで検討するに、本件緊急通知書に関してユネスコ世界遺産センタ

ーから日本政府に対して照会の文書が送付された事実は公にされていな

い旨の諮問庁の説明に不自然、不合理な点は認められない。しかしなが

ら、これを前提としても、本件緊急通知書の送付については、上記（２）

のとおり、その作成主体である公益社団法人日本自然保護協会等により

公表されていると認められ、これにユネスコ世界遺産センターの「世界

遺産条約履行のための作業指針」第１７４段落の規定ぶり（情報を、関

係締約国以外の情報源から入手した場合は、当該締約国と協議の上、情

報源及び情報の内容について可能な限り確認を行い、締約国からのコメ

ントを求めるとされている。）を併せれば、本件対象文書の存在自体は

推察することができる。 
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もっとも、本件対象文書の形式や内容は、これを公にすることにより、

公にされていないユネスコ世界遺産センターの判断過程や対応状況を、

日本政府（環境省）が対外的に明らかにすることとなり、ユネスコ世界

遺産センターとの信頼関係が損なわれるおそれがあると行政機関の長が

認めることにつき相当の理由があると認められるので、その全部が法５

条３号に該当する。 

したがって、本件対象文書につき、その全部を法５条３号に該当する

として不開示とした決定は、妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人のその他の主張は、当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象文書につき、その全部を法５条３号に該当す

るとして不開示とした決定については、同号に該当すると認められるので、

妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 白井幸夫、委員 田村達久、委員 野田 崇 
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

本請求は、世界自然遺産知床半島携帯基地局整備においてユネスコから日

本政府へ送られた書面について、下記に係る行政文書開示請求する。 

【記】 

２０２４年６月１２日、公益財団法人日本自然保護協会理事長特定個人Ａ、

一般社団法人北海道自然保護協会会長特定個人Ｂの連名にて、ＵＮＥＳＣＯ 

Ｗｏｒｌｄ Ｈｅｒｉｔａｇｅ Ｃｅｎｔｅｒ（ユネスコ世界遺産センタ

ー）、Ｃｃ ｔｏ ＩＵＣＮ ｗｏｒｌｄ ｈｅｒｉｔａｇｅ ｐｒｏｇｒ

ａｍ（国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）世界遺産プログラム）へ、「Ｕｒｇｅ

ｎｔ Ｒｅｐｏｒｔ ｏｎ ｔｈｅ Ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ ｍｏｂｉｌｅ 

ｐｈｏｎｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ ｂａｓｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅ

ｎｔ ａｔ Ｓｈｉｒｅｔｏｋｏ Ｗｏｒｌｄ Ｎａｔｕｒａｌ Ｈｅｒｉ

ｔａｇｅ Ｓｉｔｅ，Ｈｏｋｋａｉｄｏ，Ｊａｐａｎ」（知床世界自然遺産

における携帯電話基地局整備問題に関する緊急通知書）を送付。 

２ 本件対象文書 

２０２４年６月２０日付けユネスコ世界遺産センターからの「知床」に関

する照会 


